
平成 23年 3月末現在 

 

金融円滑化に対する当金庫の取組状況について金融円滑化に対する当金庫の取組状況について金融円滑化に対する当金庫の取組状況について金融円滑化に対する当金庫の取組状況について    

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律    

第第第第 7777条第条第条第条第 1111項に規定する説明書類項に規定する説明書類項に規定する説明書類項に規定する説明書類    

 

新 湊 信 用 金 庫 

 

第第第第 1111    府令府令府令府令第第第第 6666 条第条第条第条第 1111 項第項第項第項第 1111 号に規定する法第号に規定する法第号に規定する法第号に規定する法第 4444 条及び第条及び第条及び第条及び第 5555 条条条条の規定の規定の規定の規定に基づく措置のに基づく措置のに基づく措置のに基づく措置の

実施に関する方針実施に関する方針実施に関する方針実施に関する方針の概要の概要の概要の概要    

    

金融円滑法に基づく措置の実施に関する方針として、「金融円滑化管理方針」を平成

21年 12月 22日から適用することとし、理事会にて決定しました。金融円滑化管理

の実効性を確保するため、金融円滑化対応委員会を設置するほか、理事会、常勤理事

会及び金融円滑化対応委員会の役割を定めた「金融円滑化管理規程」を策定していま

す。 

・当庫は、地域の健全な事業を営む事業者及び個人に対し必要な資金を円滑に供給し

ていくこと、並びに地域の事業者の経営相談・経営指導及び経営改善に関するきめ

細やかな支援に取組むことは、当庫の最も重要な役割の一つであると認識し、適切

なリスク管理体制の下、金融仲介機能を積極的に発揮していきます。 

 

第第第第 2222    府令府令府令府令第第第第 6666 条条条条第第第第 1111 項第項第項第項第 2222 号に規定する法第号に規定する法第号に規定する法第号に規定する法第 4444 条及び第条及び第条及び第条及び第 5555 条の規定に基づく措置の条の規定に基づく措置の条の規定に基づく措置の条の規定に基づく措置の

状況を適切に把握するための体制状況を適切に把握するための体制状況を適切に把握するための体制状況を適切に把握するための体制の概要の概要の概要の概要    

    

金融円滑化法に基づく措置の状況を把握するための体制を、「金融円滑化マニュアル」

に定めました。 

・貸付の条件変更等の相談・申込みを受けた場合は、「条件変更等の申込みを受けた

貸出債権一覧表」に記載、「条件変更等」相談シート、「金融円滑化法対応受付簿」

を作成し、実施状況については、毎月審査部へ報告する体制としています。審査部

は、各営業店の状況をまとめて常勤理事会に報告する体制としています。 

 

第第第第 3333    府府府府令第令第令第令第 6666 条第条第条第条第 1111 項第項第項第項第 3333 号に規定する法第号に規定する法第号に規定する法第号に規定する法第 4444 条及び第条及び第条及び第条及び第 5555 条の規定に基づく措置に条の規定に基づく措置に条の規定に基づく措置に条の規定に基づく措置に

係る苦情相談を適切に行うための体制係る苦情相談を適切に行うための体制係る苦情相談を適切に行うための体制係る苦情相談を適切に行うための体制の概要の概要の概要の概要    

    

金融円滑化法に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制を「金融円滑化マ

ニュアル」に定めました。 

 

 

１ 



・平成 21年 12月 10日より、事業資金・住宅ローンの「返済相談窓口」を全営業店

に設定し、相談に対応しています。また、貸出条件変更等に関する苦情相談はコン

プライアンス室を専用窓口としています。 

・営業店での貸出の条件変更等に関する苦情相談を受けた場合は、当該苦情相談の内

容を「相談・苦情処理案件報告書」に記載し、その都度コンプライアンス室に報告

し、管理する体制としています。 

 

第第第第 4444    府府府府令第令第令第令第 6666 条第条第条第条第 1111 項第項第項第項第 4444 号に規定する法第号に規定する法第号に規定する法第号に規定する法第 4444 条の規定に基づく措置をとった条の規定に基づく措置をとった条の規定に基づく措置をとった条の規定に基づく措置をとった後に後に後に後に

おいて、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適おいて、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適おいて、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適おいて、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適

切に行うための体制切に行うための体制切に行うための体制切に行うための体制の概要の概要の概要の概要    

    

「金融円滑化マニュアル」に経営相談・経営指導および経営改善に向けた取組みへの

対応を定めました。 

・営業店経営支援担当者は、債務者（零細企業等）の特性や定性的情報を含む経営実

態の把握を行い、本部経営支援担当者と協力して経営相談、経営指導、経営改善計

画の策定支援を行うこととしています。 

・経営改善支援先については、経営改善計画の進捗状況を訪問や試算表を基に把握し

必要に応じて経営相談・経営指導を行う等、経営改善に向けた働きかけを行うこと

としています。 
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平成21年平成21年平成21年平成21年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成23年平成23年平成23年平成23年

12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末 6月末6月末6月末6月末 9月末9月末9月末9月末 12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末

うち、信用保証協会が条件変更

対応保証を応諾する旨の判断を

示した貸付債権の額

うち、信用保証協会が条件変更

対応保証を応諾する旨の判断を

示した貸付債権の額

うち、信用保証協会が債務の保証

を応諾する旨の判断を示した貸付

債権の額

3

0 0 0 0

409 43

0

0

1,178

1,263 1,728

1,341

11110

37572

1,028

999

11

17

0 00

0

962

906

11

第５　法第４条に基づく措置の実施状況　第５　法第４条に基づく措置の実施状況　第５　法第４条に基づく措置の実施状況　第５　法第４条に基づく措置の実施状況　

（別表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額（別表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額（別表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額（別表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

〔債務者が中小企業者である場合〕〔債務者が中小企業者である場合〕〔債務者が中小企業者である場合〕〔債務者が中小企業者である場合〕

753 1,136 1,220 1,478 2,009

0

0

0

（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

678

268

0 0 0 0

うち、信用保証協会等による債務の保証を

受けていた貸付債権の額

0

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

154

0

4

うち、実行に係る貸付債権の額

171

167

12

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0

0

75 174 191

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた

貸付債権の額

0

うち、信用保証協会等による債務の保証を

受けていなかった貸付債権の額

214 280

249うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

4

0

7770

0

0

24

7

153

0

0

1220

0

0

55

00

205183

0 1

00



平成21年平成21年平成21年平成21年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成23年平成23年平成23年平成23年

12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末 6月末6月末6月末6月末 9月末9月末9月末9月末 12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末

うち、信用保証協会が条件変更

対応保証を応諾する旨の判断を

示した貸付債権の数

うち、信用保証協会が条件変更

対応保証を応諾する旨の判断を

示した貸付債権の数

うち、信用保証協会が債務の保証

を応諾する旨の判断を示した貸付

債権の数

4

（単位：件）（単位：件）（単位：件）（単位：件）

〔債務者が中小企業者である場合〕〔債務者が中小企業者である場合〕〔債務者が中小企業者である場合〕〔債務者が中小企業者である場合〕

（別表２）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数（別表２）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数（別表２）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数（別表２）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

116 149 192
貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
7 55 94

140
受けていなかった貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を
6 39 65

うち、実行に係る貸付債権の数 3 26 61

82 110

77 107 127

0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0

0 0 1

うち、審査中の貸付債権の数 3 13 3

1 1うち、謝絶に係る貸付債権の数

4 2 12

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 0 0 0 0 0

25 33 37 46

うち、信用保証協会等による債務の保証を
16 29 341

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 0

39 52
受けていた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数 1 13

0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1

うち、審査中の貸付債権の数 0 3 3 0 1 5

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 0



平成21年平成21年平成21年平成21年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成23年平成23年平成23年平成23年

12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末 6月末6月末6月末6月末 9月末9月末9月末9月末 12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末

5

等の実行を認識していた場合の貸付

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会が条件変更対応

債権の額

付債権の額

保証を応諾する旨の判断を示した貸

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、他の金融機関により法の施行日

以後になされた貸付けの条件の変更

（別表３）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額（別表３）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額（別表３）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額（別表３）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

764 1,139

信用保証協会等による債務の保証を受けてい

167 561
件の変更等の申込みが行われたことを確認す

なかった貸付債権に係る債務者のうち他の金

融関に対しても法の施行日以後に貸付けの条

ることができた者から、貸付けの条件の変更等

664 664

の申込みを受けた貸付債権の額

0 0 0

0 0 0 0

167 64512

0 0 0

664 691 764

0 0

0 72 374

0 0 0 0

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 0 0

0 0

うち、審査中の貸付債権の額 154 393 18

0 0 0



平成21年平成21年平成21年平成21年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成23年平成23年平成23年平成23年

12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末 6月末6月末6月末6月末 9月末9月末9月末9月末 12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末

6

0
以後になされた貸付けの条件の変更

等の実行を認識していた場合の貸付

債権の数

0

0 0 0 0

0保証を応諾する旨の判断を示した貸

付債権の数

うち、信用保証協会が条件変更対応

0 0 0

0 0

0 11

0 0 0 0

3 11 2

信用保証協会等による債務の保証を受けてい

6 17

なかった貸付債権に係る債務者のうち他の金

融関に対しても法の施行日以後に貸付けの条

件の変更等の申込みが行われたことを確認す

ることができた者から、貸付けの条件の変更等

の申込みを受けた貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

（単位：件）（単位：件）（単位：件）（単位：件）

うち、他の金融機関により法の施行日

うち、審査中の貸付債権の数 2

0 0 0 00

0 0

（別表４）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数（別表４）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数（別表４）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数（別表４）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

21 21 26 37

21 24 263 6 19

0



平成21年平成21年平成21年平成21年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成23年平成23年平成23年平成23年

12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末 6月末6月末6月末6月末 9月末9月末9月末9月末 12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末

平成21年平成21年平成21年平成21年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成22年平成22年平成22年平成22年 平成23年平成23年平成23年平成23年

12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末 6月末6月末6月末6月末 9月末9月末9月末9月末 12月末12月末12月末12月末 3月末3月末3月末3月末

7

1

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数 1 0 1 0 0

5 5 6

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 0 0 0 0

1 2 5

うち、実行に係る貸付債権の数 0 2 4

うち、取下げに係る貸付債権の額

（別表６）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数（別表６）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数（別表６）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数（別表６）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕〔債務者が住宅資金借入者である場合〕〔債務者が住宅資金借入者である場合〕〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

（単位：件）（単位：件）（単位：件）（単位：件）

5 5 7
貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた

17

0 0 0 0 0 0

0 0 3うち、審査中の貸付債権の額

0うち、謝絶に係る貸付債権の額

0 0

0 15 50

0 00 0 0

53 53 67うち、実行に係る貸付債権の額

84
貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
53 530 15 53

第６　法第５条に基づく措置の実施状況　第６　法第５条に基づく措置の実施状況　第６　法第５条に基づく措置の実施状況　第６　法第５条に基づく措置の実施状況　

（別表５）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額（別表５）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額（別表５）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額（別表５）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕〔債務者が住宅資金借入者である場合〕〔債務者が住宅資金借入者である場合〕〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）


